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1 原 判決中,控 訴人敗訴部分を取り消す。

2 上 記部分につき,被 控訴人らの請求をいずれも棄去「する。

3 訴 訟費用は,第 1, 2審 とも,被 控訴人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 、控訴の趣旨

主文と同旨。

第 2 事 案の概要

本件は,青 森県弘前市の住民である被控訴人らが,平 成 18年 2月 27日 に合

併する前の弘前市 (旧弘前市)に おける平成 12年 度から平成 16年 度までの除

雪業務委託に係る入札に際し業者 らによる談合が行われた結果,旧 弘前市が談合

がなければ形成されたであろう代金額と実際の契約代金額 との差額相当の損害を ″
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